
No. 175 

 
※ 調査研究により確認された山形県内のヒトコロナウイルス流行・・・・・・・・ 的場 洋平 （２） 
 

※ 食品中に残留する農薬等に関する試験法の妥当性評価・・・・・・・・・・・・ 齊藤 寿子  （３） 
 

※ 薬になる植物（105）ツルドクダミについて ・・・・・・・・・・・・・・・・ 笠原 義正   (４) 
 
 

編集発行 山形県衛生研究所 
平成27年3月10日発行 
〒990-0031 山形市十日町一丁目6番6号 
Tel.(023)627-1108 生活企画部 
Fax.(023)641-7486 
URL;http://www.eiken.yamagata.yamagata.jp 

衛研ニュース 

THE EIKEN NEWS No.175 

1 

も く じ 

衛研ニュースの著作権は山形県衛生研究所に帰属します。 

無断での転載、二次利用を禁止します。 

 第41回山形県公衆衛生学会が平成27年3月5日に県立保健
医療大学にて開催されました。 
 上の写真は、日本薬科大学薬品創製化学分野 船山信次
教授による特別講演「毒と人間のかかわり」の様子です。
船山先生からは、毒と薬は表裏一体であり、古代から現代
にいたるまで人類が毒をどのように発見・利用してきたか
など、わかりやすい内容で講演していただきました。 
 一般講演52題も活発な議論が行われ、当所からも3題発
表しました。これらの講演が今後の公衆衛生の発展に生か
されることを期待します。 
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学会会場入り口にて 
（左：船山教授、右：水田学会長） 



出率を示す大きな流行があることが明らかとなりま
した(図)。 
 検出されたコロナウイルスの内訳は、NL63が最も
多く、次いでHKU1、OC43、229Eでした。毎年のよう
に冬を中心に流行を示すコロナウイルスですが、各
コロナウイルス毎に見ると、年や季節により優勢な
コロナウイルスが異なることも明らかとなりました
(図)。例えば、NL63は2011年1，2月、2012年12月に
流行が見られましたが、HKU1は2010年1，2月、2012
年2，3月に流行が見られています。なぜこのコロナ
ウイルスの種類によって流行の仕方に違いがあるか
現時点では不明です。今後も継続して情報を蓄積す
ることで、流行パターンを把握することが出来れば、
コロナウイルス感染症の流行を予測することも可能
かもしれません。 
 今回の調査研究で、コロナウイルス感染症が山形
県内でも流行していることが初めて確認されました。
全国的にも4種のコロナウイルスに関する複数年にわ
たる報告はこれまでなく、貴重な情報を発信するこ
とが出来ました(研究の成果は英文誌にて公表)。迅
速診断キット(インフルエンザウイルスやRSウイルス
等)では陰性だった風邪は、もしかしたらコロナウイ
ルスによって引き起こされていたものかもしれませ
ん。なお、コロナウイルスは咳やくしゃみとともに
気道から排出され、ヒト-ヒト感染するため、予防の
ためには咳エチケットや手指衛生が重要です。また、
アルコール消毒薬が有効です。 
 今回はコロナウイルスについて紹介しましたが、
私たちは県内の病原体の動向を見極めるため、他に
も様々な病原体について感染症発生動向調査事業を
実施し、流行している感染症およびその病原体の調
査研究を実施しています。今後とも県民の皆様のご
理解とご協力をどうぞよろしくお願いいたします。 

（微生物部 的場洋平） 
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調査研究により確認された山形県内のヒトコロナウイルス流行 

図．山形県におけるコロナウイルス月別検出状況(2010-2013) 
(Matoba Y. et al. Detection of the human coronavirus 229E, HKU1, NL63 
and OC43 between 2010 and 2013 in Yamagata, Japan. Jpn J Infect Dis: 
DOI:10.7883/yoken.JJID.2014.266より引用・改変) 

 コロナウイルスは普通感冒の10～35%を占め
るとされていますが、山形県内のコロナウイ
ルスの流行状況は前述のように不明でした。
全国でも感染症サーベイランスシステムによ
り報告されたコロナウイルスの検出数は非常
に少なく、国内の患者数や流行状況は十分に
把握されていない状況です。そこで私達は過
去にさかのぼって、山形県内のコロナウイル
スの流行状況を調査することとしました。 
 具体的には凍結保存されている呼吸器症状
を呈した患者さん(主に小児)の鼻咽頭ぬぐい
液4,232検体(2010～2013年)から、コロナウイ
ルスの遺伝子の検出を試みました。検出され
た場合、4種類のうちどのコロナウイルスかに
ついても解析を行いました。その結果、332検
体(7.6%)からコロナウイルス遺伝子が検出さ
れました。月別にみると、毎年1～3月を中心
に多く検出され、ピーク時には約20～30%の検 

 風邪と言っても、その原因となる病原体は200種類
以上あると考えられています。私達は通常検査で、
インフルエンザをはじめとする様々なウイルスを、
複数種の細胞で増やし検出しています(専門用語では
“ウイルス分離”といいます)。検出したウイルスの
情報は蓄積され、感染症発生動向の把握へとつなが
り、例えばインフルエンザのワクチン製造株を決定
するなど感染症対策の基礎となる大切な情報となり
ます。 
 しかし、ウイルス分離のみでは多種多様なウイル
ス全てに対応することはできません。そこで、搬入
された検体からより多くの情報を引き出そうと、私
達は調査研究により、呼吸器ウイルス感染症を中心
に、感染症監視体制の改善を試みてきました。この
10年間で新たにヒューマンメタニューモウイルス、
パラインフルエンザウイルス、パレコウイルス、サ
フォードウイルス等について疫学情報を蓄積・発信
してきました。これらはウイルス分離が難しく、遺
伝子検査を併用し、検出系を確立してきました。今
回取り上げたヒトコロナウイルスも分離ができな
かったため、疫学情報は皆無でした。 
 ヒトコロナウイルスは現在4種類が知られています
(SARSやMERSを除く)。1960年代に229E とOC43が、普
通感冒を引き起こすウイルスとして報告されました。
その後、HKU1が2004年、NL63が2005年にヒトの気道
病変から分離・報告されました(以後、本文ではこの
4種をコロナウイルスと呼ぶことにします)。229Eと
OC43は臨床症状が検証されており、2～4日の潜伏期
間の後、咽頭痛、鼻汁・鼻閉等の上気道炎症状や全
身倦怠感、頭痛が起こります。発熱も見られますが、
インフルエンザのような高熱になることはなく、微
熱にとどまることが多いとされています。小児では、
下気道感染症や中耳炎の原因となることもあります。
NL63とHKU1もほぼ同様の臨床症状を呈しますが、
229EやOC43ほど詳しくは分かっていません。 
 



食品中に残留する農薬等に関する試験法の妥当性評価 

 山形県衛生研究所では、県内に流通する農産物等の
安全性を確保するため、県内流通農産物を対象に残留
農薬検査を実施しています。また、県内で生産する畜
水産食品の動物用医薬品(動物薬)の残留有害物質モニ
タリング検査を実施し、食の安全・安心を確保する一
翼を担っています。 
 従来当所では、検査結果の信頼性を確保するため
GLP（Good Labpratry Practice：試験検査業務の適正 
管理運営基準）の考え方に従い試験検査を実施してき
ました。具体的には、検査手順を詳細に記載したSOP( 
Standard Operation Procedure：標準作業書)を整備し
て検査を実施しています。また、検査技術やその精度
を確認するため、毎年内部精度管理を実施し、さらに
客観的に判断するため外部の検査機関で実施している
外部精度管理にも参加しています。また、検査部門で
ある当所から独立した信頼性確保部門による内部点検
を毎年受けて、試験検査の精度管理体制を確立してき
ました。 
 厚生労働省より平成19年に｢食品中に残留する農薬
等に関する試験法の妥当性評価ガイドライン｣が示さ
れ、平成22年にその一部改正の通知があり、平成25年
12月13日までに各検査機関で導入している試験法につ
いての妥当性評価を実施するよう求められました。 
 当所では平成25年より上記ガイドラインに従い試験
法の妥当性評価を実施しましたので、その概要につい
て説明します。 
●食品中に残留する農薬及び動物薬の妥当性評価 
 妥当性評価とは、検査機関において日常的な検査を
通じて得る結果が、食品衛生法で定められている基準
への適合性を判断するための根拠として妥当であるか
を確認するために検査法を評価することです。食品衛
生法で定められている食品中の残留農薬の基準値は食
品によって異なりますが、多くは1ppm以下の低濃度で
す。また基準値が定められていない食品については、
さらに低濃度の0.01 ppmが一律基準とされています。
このように極めて低い濃度を測定している検査である
ために、その結果には精度の高い正確さと信頼性が求
められます。また、妥当性評価は検査法だけでなく使
用する検査機器、担当者の技術の習熟度等検査に関わ
る全てが評価の対象とされています。 
●妥当性評価の対象となる食品の種類 
 原則として検査しようとする全ての種類の食品が対
象となりますが、全てについて妥当性評価をすること
は現実的に困難であるために、まずその食品を代表す
るようなものを選択して評価し、その後順次食品毎に
評価を行うことになります。 
 当所においては、農産物の残留農薬一斉試験法(ガ
スクロマトグラフ質量分析計(GC-MS))では野菜(ほう
れんそう、たまねぎ、ばれいしょ)及び果実(かき)の4
種類、一斉試験法(高速液体クロマトグラフ質量分析
計(LC-MS/MS))ではこまつな、ドリン系個別試験法では
ほうれんそう、アセフェート類個別試験法ではブロッ
コリーを代表的な食品として選択しました。また、畜
水産品の動物薬では鶏卵、養殖魚、生乳、食鳥肉、は
ちみつの5種類を選択しました。 

●妥当性評価の方法 
食品毎に、検査対象となる農薬や動物薬を含まないこ
とを確認した試料(ブランク試料)に検査対象となる農
薬や動物薬を添加した試料(添加試料)を検査法に従っ
て添加回収試験を行い、その結果から妥当性を評価す
る項目の性能パラメータを求めて、それぞれの目標値
に適合していることを確認します。当所での添加回収
試験は、単一試験室内で、5人の実施者がそれぞれ2回
併行して実施しました。 
●目標の評価 
1 選択性 
 選択性とは、試料中に含まれる不純物、分解物、マ
トリックス等の共存下で分析対象化合物を精確に測定
できる能力のことです。ブランク試料を検査し、定量
を妨害するピークが無いかを確認します。妨害する
ピークが認められる場合は、妨害ピークの面積(又は
高さ)を基準値や定量限界に対応する濃度の標準液の
ピーク面積(又は高さ)と比較し、妨害ピークの許容範
囲(選択性)を満たしているか確認します。 
2 真度（回収率） 
 真度とは、十分多数の測定結果から得た平均値と承
認された標準値(添加濃度)との一致の程度です。添加
試料5個以上を検査して得られた結果の平均値の添加
濃度に対する比を求め70～120％を目標値とします。 
3 精度（併行精度及び室内精度） 
 精度とは、定められた条件下で繰り返された測定結
果間の一致の程度のことです。併行精度とは、併行条
件(同一と見なされる試料を同一の試験法により同一
試験室で同一実施者が同一装置で短時間のうちに試験
結果を得る条件)下の精度のことです。また、室内精
度とは、室内条件(同一とみなされる試料を同一の試
験法で同一試験室における試験結果を得る条件)下の
精度のことです。添加回収試験を繰り返して得られた
試験結果の標準偏差と相対標準偏差より、併行精度及
び室内精度(複数の実施者または実施日による)を求め
ます。 
4 定量限界 
 定量限界とは、適切な精確さをもって定量できる試
験対象化合物の最低量または濃度のことです。基準値
が定量限界と一致している場合や残留基準｢不検出｣の
場合は、定量限界に対応する濃度から得られるピーク
とノイズ(雑ピーク)の比が10倍以上を目標値とします。 
●当所における妥当性評価の状況 
 残留農薬一斉法(GC-MS)において、対象となる161農
薬のうち、ほうれんそうでは153、たまねぎでは150、
ばれいしょでは146、かきでは137農薬が適合し、個別
法においてはドリン系の7農薬及びアセフェート類の2
農薬が適合しました。一方動物薬一斉法(LC-MS/MS)で
は、鶏卵、養殖魚(さけ)、生乳、食鳥肉の4種類につ
いて15の動物用薬が適合し、個別法のオキシテトラサ
イクリンでは、はちみつ、養殖魚(さけ)、生乳、食鳥
肉の4種類が適合しました。 
 現在は代表的な食品について妥当性評価が終了した
ところですが、今後は順次新たな食品についても実施
していくこととしています。 (理化学部 齊藤寿子)  
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薬になる植物（105）ツルドクダミについて 

 庭の雑草のように取っても取っても生えてきて、
おまけにいやな臭いを放つドクダミという植物があ
ります。日本ではこの植物を薬草として古くから用 
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されています。 
成分：下剤として有名なダイオウと
同じタデ科なのでクリソファノール
やエモジン、レインなどのアントラ
キノン類を含んでいます。その他に
タンニンやカテキンおよびレシチン
などが含まれています。 
薬理作用：動物実験ではウサギの血
清コレステロールを下げ、何首烏と
一緒にコレステロールを投与すると、
コレステロールの吸収を減少させま
す。成分のクリソフアノールは腸の
蠕動を促進するので緩下作用が考え
られます。カエルの心臓に対して興
奮作用があり、老化マウスのSOD活性
を高めます。 
 日本ではツルドクダミの研究はあ
まり行われていません。中国では不
老延年の薬草として臨床報告もあり
ます。中薬大辞典によると、マラリ
ヤの治療に何首烏と甘草を煎じて服 

服用して、百歳を過ぎても髪の毛が黒く、元気で不老
延年になるということで、この薬草を何首烏と名付け
たのです。『本草綱目』にはこの薬草を使用するとき
の説明が書いてあり、｢根の皮をとって酒で服用する
のが最も良く、猪の肉や血、羊の血に触れると薬力が
なくなる｣としています。中国の薬の古典『開宝本草 
』には｢リンパ腺炎を治し、頭部や顔にできた瘡を治
し、心痛を止め、血気を益し、ひげや髪の毛を黒くし、
顔色を良くし、長く服用していると筋骨をたくましく
し、長寿になる。女性は、産後の諸病を治す｣と記載 

用し、17例中15例の症状が消失したとしています。百
日咳の治療については同じく何首烏と甘草で35例中19
例が治癒し、8例が好転、4例が無効であったとしてい
ます。血清コレステロールを下げる治療は何首烏単独
で88例中78例が下がり、2例は不変、8例は上昇したと
しています。 
 古くは仙人になるための薬草とも言われ、50年もの
のツルドクダミを1年間服用すると髪が黒くなり、100
年ものを1年間服用すると顔色が良くなり、150年もの
では抜けた歯が再び生え、200年ものでは容貌が若々
しくなり馬に追いつけるほど速く走れる。300年もの
を久しく服用すれば仙人になれるとしています。その
まま信じるわけにはいきませんが、その時代に何らか
の滋養強壮、不老長寿にふさわしいことが起きたのか
もしれません。 
             （理化学部 笠原義正） 

ツルドクダミ 
「牧野新日本植物図鑑」より 
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いていました。しかし、今回はドクダミではなくツ 
ルドクダミに焦点を当ててみたいと思います。ツル
ドクダミという名前からしてドクダミの親戚かと思
われるかもしれませんが別の科の植物です。ドクダ
ミはドクダミ科ですが、ツルドクダミはタデ科の植
物です。植物名は同じ文字を含んでいても同じ科の
ものとは限りません。例えばエゴマはシソ科の植物 

・ 
・ 

・ ・ ・ ・ 

であり、ゴマ科の植物ではありませ
ん。ニンジンはセリ科の植物です
が、カワラニンジンはキク科の植物
です。ヤナギランはヤナギ科でもラ
ン科でもなくアカバナ科です。 
 ツルドクダミは葉の形態がドクダ
ミに似ていて蔓性の植物なのでその
名があります。花の形は円錐形で、
花穂を出し、小さな花をたくさんつ
けます。一方、ドクダミは十字形の
白い花のような総包片があり、ツル
ドクダミと区別できます。タデ科の
植物で薬用になる代表的なものとし
てダイオウがあります。古くから下
剤として用いられており、その薬効
成分はアントラキノン類であること
がわかっています。その他、イタド
リ、ミチヤナギ、イブキトラノオな
どが薬用とされ、ソバは、食用とし
て認識されています。アイ染めのア
イもタデ科の植物であり、染料にも 

用いますが、薬用にもされていました。ツルドクダ
ミも古くから中国では強壮、強精、補血薬とされて
おり、日本でも江戸時代や大正時代に不老長寿の薬
草として話題になりました。しかし、今は知る人も
少ないようです。 
概要：ツルドクダミ(Polygonum multiforum)はタデ
科(Polygonaceae)の植物で、根の部分の塊(塊根)を 

乾燥したものを何首烏と称して薬用にします。漢方
処方では当帰飲子という処方に配合されています。
漢方薬の原料となる薬草を生薬と言いますが、その
名前には様々ないわれがあります。何首烏は昔の中
国人の名前からきています。首烏の祖父がツルドク
ダミの根を煎じて毎日服用し、160歳まで長生きし、
父も160歳まで生き、首烏は130歳にして頭髪が黒
かったと言われています。“何”は姓で“首”は頭
のこと、“烏”は黒を意味します。ツルドクダミを 

か し ゅ う 
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